
別紙１ 

入間市行政改革大綱 

「入間市行政改革大綱」は、行政改革に取り組むために昭和 60年度に策定しました。その

後も、平成 9 年度と平成 13 年度に 2 回の見直しを行いながら、行政改革に取り組んできま

した。そして、平成 29 年 3月、これまでの行政改革の成果を踏まえ、将来を見据えた基本的

な行政運営の理念として整理し、全面的に改訂しました。 

 

基本理念 

行政サービスの最適化 

・社会情勢の変化や市民ニーズを捉えた行政サービスへの見直し 

・多様な事業主体によるサービス提供体制の構築 

・簡素で効率的な組織体制の構築 

 

構成と期間 

「総合計画」を行政運営にかかる縦軸の方針とし、「行政改革大綱」は各種施策の展開にお

ける横軸の理念として位置づけます。大綱では、行政改革の基本的な理念、視点、推進方向

について定めます。 

大綱に基づく具体的な取り組みについては、各所管において「個別改革進行プラン」を作

成して推進を図ります。各プランを体系的、総合的に推進していくために、5 年間を単位と

する事業計画（実行計画）を策定します。現在は、令和 4年度から令和 8 年度までの 5年間

を計画期間とする入間市行政改革大綱第 2期実行計画に沿って個別改革進行プランの推進に

取り組んでいます。 

 

個別改革進行プラン 

1 サービスの最適化 

4 事務事業の最適化 

（4）歳出の効率化と事業費の削減           ：検討     ：準備・実行 

№ 
名  称 所管課 

概  要 R4 R5 R6 R7 R8 

10 要援護高齢者タクシー券の見直し 高齢者支援課 

地域公共交通の見直しなどの状況にあわせ、事業のあり方について調

査、研究を進める 
     

 


